
 

 

 

調査に必要な費用負担のあり方について（その２） 

 

○ 論点例について、前回（第７回）までに出された主な御意見 

 

 

調査に必要な費用の負担のあり方についてどのように考えるか。 

 

 

○ 医療は日本国民が誰でも受けている。その中で、医療事故は起こり、それが誰に起こる

か分からず、その原因も誰の責任かはっきり分からないことが多い。これは、基本的には

社会保障の中で負担すべき性質のものと思われる。 

 

○ 国は国民に対して安全で質の高い医療を受ける権利を保障する責務がある。（医療の）

アウトカムをきちんと公正に評価して、さらなる安全で質の高い医療を担っていくと考え

た時に、プロはプロとしての責務がある。したがって、国からの財政支援を基本に置きつ

つ、医療関係団体、医療者等もそれなりの負担ということがあってよいのではないか。 

 

○ 現在、解剖費用は医療機関が負担している。このことが解剖数減少の一因を成している

可能性もある。死後、患者がどう亡くなったかを説明することも診療の一環であると考え

れば、診療報酬の中に入ってもしかるべき話だと思う。 

 

○ 社会保障の観点から国の財政支援が基本だと思うが、第三者機関で取り扱う範囲を決め

なければ、なんでもかんでもだと財政的に国の支援だけでは難しいので、患者側の負担も

あってもよいのではないか。 

 

○ お金のない人の死因がはっきりしない場合で、医療機関が調査の申請もしない場合、遺

族が申請することになるが、その時に、死因を究明したいと考えるのも当然だと思われる

ケースもある。しかし、この費用負担が遺族にかかることによって（申請の）抑制になる

ということは絶対にあってはいけない。 

 

国は、国民に対して安全で質の高い医療を受ける権利を保障する責務があるので、国も一

定の財政支援を行い、専門家が提供された医療のアウトカムを公正に評価し、より安全で質

の高い医療を担っていく専門家としての責務から医療関係団体、医療者等も費用を負担して

よいのではないか。 

患者遺族の負担については、経済的状況を理由に、患者遺族からの申請を抑制することが

あってはならないが、第三者機関に申請が行われれば、全て調査対象になるということにな

ると財政的に不可能なので、慎重に検討する必要があるのではないか。 

資料２－３ 
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